
酒田市乗合タクシーへの学生割引導入に係る意見公募の実施結果について 

 

本市乗合タクシー（デマンドタクシー）の利用促進と、学業に専念する方への支援を目的とし、

現在小中高生に適用している 100 円割引の対象者を拡大し、令和８年４月１日より「学生」にも

適用するため、道路運送法第９条第５号の規定に基づき実施した意見公募の結果を、次のとおり

公表します。 

 

実施結果 

政策等の名称 酒田市乗合タクシーへの学生割引導入 

政策等の案の公表の日 令和８年２月２５日（水） 

意見募集期間 令和８年２月２５日（水）から令和８年３月３日（火）まで 

意見募集の結果 意見提出者１名（提出意見３件） 

 

寄せられた意見の概要と本市の考え方 

No. ご意見（原文） 本市の考え方 

１ 学生割引の対象の学生に高等専門学校の

学生も含まれますか。 

高等専門学校の学生も割引（減免）の対

象に含まれます。 

概要説明では、制度をイメージしやすい

よう本市内にある学校を挙げましました

が、根拠となる「酒田市乗合自動車運行条

例施行規則」の改正において、減免対象と

なる「学生・生徒」の定義は次のとおり明確

化する予定です。高等専門学校は学校教育

法第１条に規定されている学校に該当しま

す。 

 

【規則改正後の学生・生徒の減免対象範囲】 

(1)学校教育法第１条に規定する学校（幼稚

園及び特別支援学校の幼稚部を除く）の児

童、生徒又は学生 

(2)学校教育法第 124 条に規定する専修学

校の学生又は生徒 

(3)山形県立産業技術短期大学校庄内校の

学生 

２ ご利用できる方に酒田市民の方で、次の

対象地区・地域にお住まいの方。ただし、酒

田市民で対象地区・地域に実家や親族宅が

ある方を含む 

現行制度では、市街地に在住している学

生は、対象地区・地域に実家や親族宅があ

る場合を除いて乗合いタクシー（デマンド

タクシー）を利用することはできません。 



【対象地区・地域】新堀地区、広野地区、中

平田地区、東平田地区、北平田地区、西荒瀬

地区、南遊佐地区、本楯地区、上田地区、浜

中地区、黒森地区、十坂地区、八幡地域、平

田地域、松山地域 

とありますが、学生は経済的に交通弱者で

あるので市街地に在住している学生も対象

地域へ移動手段として乗合いタクシーを使

用することはできないのでしょうか。 

ご意見のとおり、市街地在住の学生も交

通弱者ですが、デマンドタクシーを拡充す

るためには、ドライバー不足など供給側の

課題も山積しているため、公共交通に限ら

ず様々な手法を検討しています。 

令和８年度に新たな地域公共交通計画を

策定する予定ですので、市街地から郊外へ

の移動手段に関しても課題を整理したうえ

で、官民問わず地域の輸送資源を結集し、

持続可能な交通体系を構築していきたいと

考えています。 

３ 本制度と関係はありませんが、この制度

を導入することと均衡図るためるんるんバ

スの大学生 ・短期大学生 ・専修学校生（例：

酒田看護専門学校、酒田調理師専門学校な

ど）・産業技術短期大学校庄内校の学生の料

金の改定を検討されるのでしょうか。 

本市乗合バス（るんるんバス）について

も同様に令和８年４月１日より学生割引を

導入します。 

るんるんバスは、自家用有償旅客運送の

市町村運営有償運送（道路運送法施行規則

第 49条及び第 51条の交通空白地有償運送）

により運行しており、収受する対価につい

ては、同法施行規則第 51 条の 15 第 3 号に

より、地域公共交通会議で協議することと

なっています。 

本件については、令和８年２月 24日に開

催した酒田市地域公共交通会議において承

認されています。 

 


